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確定申告書等
作成コーナー▼

マイナポータル
連携▼

▶医療費の領収書は自宅で５年間保存する必要があります。
▶明細書作成についての詳細は、国税庁ホームページ、東松山税務署または役場税務課までご連絡ください。
▶セルフメディケーション税制の明細書等は、国税庁ホームページをご覧ください。

【注意事項】
●申告会場には、明細書を記載したうえでご来場ください。

【明細書の記入例】
医療を
受けた人

病院・
薬局名 区分 支払額 生命保険等

の補てん

嵐山太郎 〇〇
病院

診療・治療
□介護保険サービス
医薬品購入

□その他の医療費
80,000円 20,000円

〃 △△
薬局 医薬品購入 20,000円

嵐山花子 ××
薬局 医薬品購入 50,000円

合計 150,000円 20,000円

高額療養費
申請は
支給額を
この欄へ記入

確 定 申 告

確　定　申　告

住 民 税 申 告
２月17日㊊　▶▶▶　３月17日㊊

東松山税務署の申告会場

ご自宅から確定申告

日２月１７日（月）～３月１７日（月）　９時～１６時（土日・祝日を除く）　場東松山市民文化センター日 場

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」からe–Taxで、ご自宅から確定申告ができます。
　また、マイナポータルとe–Taxを連携すると、控除証明書等のデータが自動入力されますので、
ぜひご利用ください。詳しくは、国税庁ホームページ「確定申告特集」をご覧ください。

問ｅ–Tax・作成コーナーヘルプデスク　０５７０－０１－５９０１問

●「入場整理券」が必要です●
　申告会場で当日配付される入場整理券は配
付状況に応じて１６時前に受付を締め切る場合
がありますので、国税庁公式LINEからの事
前発行がおすすめです。 入場整理券の

事前発行は
こちらから

※申告書作成に使用しますので、スマートフォンとマイナンバーカード
［暗証番号（事前に設定した　①数字４桁　②英数字６～１６桁）が必要］
をお持ちの方は、必ずご持参ください。
※作成済み申告書の提出のみの方は、東松山税務署へお願いいたします。

　東松山税務署
　０４９３－２２－０９９０※音声案内「０」を選択
　国税相談専用ダイヤル
　０５７０－００－５９０１

問

問
動画で見る
確定申告

確定申告の医療費控除は明細書の添付が必須です
　
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
「
医

療
を
受
け
た
人
」
と
「
病
院・
薬

局
」
ご
と
に
、
１
年
分
の
合
計
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額

を
記
載
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た
明
細
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を
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し
添
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て
く
だ
さ
い
。

　
明
細
書
を
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た
確
定
申
告
書
等

の
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は
、
税
務
課
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２
月
１７
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３
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日
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は
町
民
ホ
ー

ル
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。

　
ま
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庁
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。

　税務課　　０４９３－６２－２１５３問 ℡

11　広報嵐山 2025. 1

住 民 税 申 告

日程・対象地区 対　象　者

　役場では、住民税申告のほか、一部の所得税の確定申告も受け付けます。※申告内容によっては受付をお断りする場合があります。
《受付（相談）できない申告》
▶事業所得や不動産所得があるが、収支内訳書が作成できない　▶譲渡所得や配当所得がある（株の譲渡・配当を含む）
▶住宅ローン控除を初めて受ける、連帯債務の住宅ローン控除を受ける　▶申告内容が複雑である場合
▶控除に雑損控除、外国税額控除、損失繰越控除がある　▶準確定申告（死亡した人の申告）、過年分の申告、青色申告

　２月１７日（月）～３月１７日（月）（土日・祝日を除く）
　①８時４０分～１１時②１３時～１５時
　町民ホール
●混雑緩和のため地区ごとに申告日を設けております。
　なお、対象地区以外の方も申告できます

日

場

【住民税申告の対象者】
令和７年１月１日現在、嵐山町内に住所を有し、前年中に
所得があった人
（前年中に収入が全くない人でも、国民健康保険等の算定
などで申告が必要になる場合があります。）
【住民税申告が不要の人】
１　税務署に所得税の確定申告書を提出する人
２　収入が給与・公的年金のみの人
３　町内在住者の「控除対象（同一生計）配偶者」または
「控除対象扶養親族」となっている人

※確認方法
扶養主の「確定申告書の控え」や「給与・年金の源泉徴収票」に
記載があるか確認してください。

2月 17㊊～20㊍ 菅谷
21㊎・25㊋・26㊌ 志賀
27㊍ 平澤
28㊎ むさし台

3月 3㊊・4㊋ 川島
5㊌ 鎌形
6㊍ 遠山・千手堂
7㊎ 大蔵・根岸・将軍沢
10㊊ 古里
11㊋ 吉田
12㊌ 越畑・勝田
13㊍ 広野・杉山・太郎丸
14㊎・17㊊ 予備日

申告に必要なもの
（全員）▶マイナンバーカード
（所得に関するもの）▶源泉徴収票▶収支内訳書、帳簿など
（控除に関するもの）
▶生命保険料控除証明書　▶地震保険料控除証明書
▶医療費控除の明細書　　▶寄附金受領証明書
▶社会保険料の領収書� など

事業所得や不動産所得がある方

収支内訳書がないと受付できません
　毎年、申告会場は大変混雑します。
　待ち時間の削減や混雑緩和のためにも、今年も収支内訳
書を作成してから、申告会場にお越しください。収支内訳
書は、税務課窓口（２月１７日～３月１７日までは町民ホール
前）に設置しています。
※収支内訳書を作成しないで来場される場合は受付前にご自身
で作成していただきます。なお、作成の補助などはお待ちの
方がいなくなってからとなりますので、長時間お待ちいただ
くことが予想されます。収支内訳書の作成ができない方は税
務署の申告会場で申告してください。

　
ふ
る
さ
と
納
税
の
ワ
ン
ス
ト
ッ

プ
特
例
制
度
を
申
請
さ
れ
た
場
合

で
あ
っ
て
も
、
次
の
よ
う
な
場
合

は
申
請
が
無
効
と
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
事
由
に
該
当
す
る
場

合
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
制
度
を

申
請
し
た
ふ
る
さ
と
納
税
の
内
容

を
記
載
し
た
確
定
申
告
書
を
提
出

す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
特
に
、
医
療
費
控
除
等
の
適
用

を
受
け
る
た
め
に
確
定
申
告
さ
れ

る
際
は
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
令
和
６
年
分
確
定
申
告
書
に
ふ

る
さ
と
納
税
の
内
容
を
記
載
し
忘

れ
た
場
合
は
、
確
定
申
告
期
間
中

（
令
和
７
年
３
月
１７
日
ま
で
）で
あ

れ
ば
、
訂
正
申
告
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
申
告
の
手
続
を
し
た

会
場
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
申
請
が

無
効
と
な
っ
た
方
で
、
確
定
申

告
書
を
提
出
さ
れ
て
い
な
い
、

ま
た
は
確
定
申
告
書
に
ふ
る
さ

と
納
税
の
内
容
が
記
載
さ
れ
て

い
な
い
方
に
は
、
後
日
役
場
よ

り
通
知
を
お
送
り
い
た
し
ま
す

の
で
、
税
務
署
に
確
定
申
告
書

（
ま
た
は
更
正
の
請
求
書
）を
ご

提
出
く
だ
さ
い
。
国
税
庁
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
の
確
定
申
告
書
等
作

成
コ
ー
ナ
ー
か
ら
も
作
成
と
提

出
が
で
き
ま
す
。

　
ふ
る
さ
と
納
税
制
度
に
つ
い

て
の
詳
細
は
、
総
務
省・
ふ
る

さ
と
納
税
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
や

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

問●
東
松
山
税
務
署

　
０
４
９
３－

２
２－

０
９
９
０

　
音
声
案
内
「
０
」
を
選
択

●
嵐
山
町
役
場　
税
務
課

　
０
４
９
３－

６
２－

２
１
５
３

ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ

特
例
申
請
書
を
提
出
さ
れ
た
方
へ

①
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合

②
６
か
所
以
上
の
自
治
体
に
ワ
ン

ス
ト
ッ
プ
特
例
申
請
書
を
提
出

し
た
場
合

③
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特
例
申
請
書
に

記
載
し
た
住
所
と
、
寄
付
し
た

翌
年
の
１
月
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日
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在
の
住
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が
異
な
る
場
合

確定申告書等
作成コーナー▼


